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匝瑳市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

　 

匝瑳市放課後児童クラブ条例（平成１８年匝瑳市条例第７１号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条の表八日市場児童クラブの項中「八日市場児童クラブ」を「八日市場第

一児童クラブ」に改める。 

第４条の表豊栄第一児童クラブの項の前に次のように加える。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布

の日から施行する。 

（準備行為） 

２　匝瑳市教育委員会は、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の

ために必要な準備行為を行うことができる。

 八日市場第二児童クラブ 匝瑳市八日市場イ２３１１番地 ３０人
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（参考） 

匝瑳市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

 第１条・第２条　略 
（放課後児童クラブの名称、位置及び定員） 

第３条　放課後児童クラブの名称、位置及び定員は次のとおりとする。 

　（その他の育成事業） 
第４条　前条の放課後児童クラブ以外において実施する育成事業の名称、設置場所及

び定員は、次のとおりとする。 

以下　略

第１条・第２条　略 
（放課後児童クラブの名称、位置及び定員） 

第３条　放課後児童クラブの名称、位置及び定員は次のとおりとする。 

　（その他の育成事業） 
第４条　前条の放課後児童クラブ以外において実施する育成事業の名称、設置場所及

び定員は、次のとおりとする。 

以下　略

 

 名称 設置場所 定員

 八日市場第一児童クラブ 匝瑳市八日市場イ２３１１番地 ５０人

 須賀児童クラブの項　略

 名称 設置場所 定員

 八日市場第二児童クラブ 匝瑳市八日市場イ２３１１番地 ３０人

 豊栄第一児童クラブの項～栄

第二児童クラブの項　略

 名称 設置場所 定員

 八日市場児童クラブ　　 匝瑳市八日市場イ２３１１番地 ５０人

 須賀児童クラブの項　略

 名称 設置場所 定員

 
 豊栄第一児童クラブの項～栄

第二児童クラブの項　略


